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聖籠町指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

平成３０年６月２６日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町条例第２２号 

聖籠町指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

聖籠町指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年聖籠町条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１号中「定める者」の次に「（介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第２２条の２３第１項に規定す

る介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）」を加える。 

第１７条中「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施

行規則」という。）」を「施行規則」に改める。 

第４８条第１項中「定める者」の次に「（施行規則第２２条の２３第１項に

規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。）」を加える。 

第６２条の９第４号中「指定地域密着型通所介護従業者」を「地域密着型通

所介護従業者」に改め、同条第６号中「第５条の２」を「第５条の２第１項」

に改める。 

第６２条の１０第５項及び第６２条の２２第１項中「指定地域密着型通所介

護従業者」を「地域密着型通所介護従業者」に改める。 

第６２条の２９第１項中「重要事項に関する規定」を「重要事項に関する規

程」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


